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長野県告示第522号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含む。）

の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	日	

クスリのアオキ中野西薬局 中野市西二丁目１番２号 令和４年８月１日

クスリのアオキ箕輪薬局 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8037番地１ 令和４年８月１日

ウエルシア薬局フレスポ佐久インター店 佐久市岩村田北一丁目22番地３フレスポ佐久インター内 令和４年８月１日

すわちのクリニック 茅野市宮川3832- ２ 令和４年８月１日

塩谷歯科医院 佐久市田口4471－１ 令和４年７月１日

稲荷山医療福祉センター（歯科） 千曲市大字野高場1835－９ 令和４年８月１日
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地域福祉課

長野県告示第523号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関から名称等が変更になった旨、次のとおり届出がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　称 所　　在　　地
変更事項

変	更	年	月	日
新 旧

社会医療法人財団
慈泉会 
地域在宅医療支援
センター 
塩尻診療所

塩尻市大字大門79番２ 塩尻市大字大門79番２
塩尻市大字大門字桔梗ヶ原
79番２

令和４年４月１日

相澤訪問看護ステ
ーション 
ひまわり塩尻事業
所

塩尻市大字大門79番２ 塩尻市大字大門79番２
塩尻市大字大門字桔梗ヶ原
79番２

令和４年４月１日

木次歯科医院
南佐久郡佐久穂町大字宿岩
92

木次歯科医院
医療法人　尚歯会 
木次歯科医院

令和元年８月31日

地域福祉課

長野県告示第524号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場

合を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその指定を辞退する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　在　　地 辞	退	年	月	日

久保田皮膚科医院 伊那市中央5050番地２ 令和４年６月30日

地域福祉課

２　指定訪問看護事業者等

名　　　称 主たる事業所の所在地
訪問看護ステーション等の
名称

訪問看護ステーション等の
所在地

指	定	年	月	日

株式会社Ｎ・フィー
ルド

大阪府大阪市北区堂島
浜一丁目４番４号　 
アクア堂島東館

訪問看護ステーション　デ
ューン千曲

千曲市大字小島2821　北川
テナント２階

令和４年９月1日

有限会社Ｍｏｒｉ
松本市岡田下岡田18－
３

訪問看護ステーションはる 小県郡長和町古町2609－12 令和４年８月１日
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長野県告示第525号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を廃止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 廃	止	年	月	日	

歯科中島医院 北佐久郡御代田町大字御代田2452 令和４年３月31日

地域福祉課

長野県告示第526号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

るものとされる場合を含む。）の規定により、施術者を次のとおり指定しました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施術者又は助産師

氏　　　　　名 住　　　　　所 指	定	年	月	日

久保田　清文 下伊那郡喬木村16363 令和４年７月26日

２　施術所又は助産所

名　　　　　称 所　　在　　地 指	定	年	月	日

久保田接骨院 飯田市山本3318－３ 令和４年７月26日

地域福祉課

長野県告示第527号

　国土交通省国土地理院長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定による基本測量を実施す

る旨の通知がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　基本測量　GNSS 測量

２　作業期間

　　令和４年10月17日から令和５年２月28日まで

３　作業地域

　	　松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、大町市、茅野市、塩尻市、佐久市、安曇野市、北佐久郡軽井沢町、北佐

久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡長和町、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、上伊那郡辰野町、上伊那郡箕輪町、上伊那郡

飯島町、上伊那郡南箕輪村、上伊那郡宮田村、下伊那郡松川町、下伊那郡高森町、下伊那郡喬木村、北安曇郡松川村、北安曇郡白

馬村、北安曇郡小谷村

建設政策課
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長野県告示第528号

　国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用す

る同法第14条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量・水準測量　

２　作業期間

　　令和４年10月３日から令和４年12月31日まで

３　作業地域

　　千曲市

建設政策課

長野県告示第529号

　長野県松本地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の

規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　４級基準点測量、一筆地測量

２　作業期間

　　令和４年９月26日から令和５年３月13日まで

３　作業地域

　　東筑摩郡朝日村

建設政策課

長野県告示第530号

　千曲市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　数値撮影・写真地図作成

２　作業期間

　　令和４年９月15日から令和５年２月28日まで

３　作業地域

　　千曲市

長野県告示第531号

　小海町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　カラーデジタル空中写真撮影

２　作業期間

　　令和４年10月１日から令和５年３月31日まで

３　作業地域

　　南佐久郡小海町

建設政策課
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建設政策課

長野県告示第532号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規定により、

土砂災害の発生原因が土石流である次の土砂災害特別警戒区域の指定を解除します。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　土砂災害特別警戒区域の名称

　　大沢及び和村１

２　指定の区域

　	　木曽郡大桑村のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県木曽建設事務所に備え置いて縦覧に供しま

す。）

砂　防　課

長野県告示第533号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第16条第２項の規定により、令和４年10月５日、次の売りさばき人の

指定を取り消しました。

　　令和４年10月13日

	 長野県知事　阿　部　守　一

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

小平　純民 長野県松本市庄内３－１－12
長野県松本市庄内３－１－12
行政書士　小平純民事務所

会　計　課

長野県計量検定所告示第２号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定による特定計量器の定期検査を次のとおり行います。ただし、特定計

量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項の規定により実施するものを除きます。

　　令和４年10月13日

	 長野県計量検定所長　平　林　裕　司　

区　　　域
期　　　　　　日

場　　　　　　所
月　　日 時　　間

飯田市のうち上村及び南
信濃地区、諏訪市、須坂
市、伊那市（高遠及び長
谷地区を除く）、中野市
（豊田地区を除く）、大町
市、茅野市、佐久市（臼
田地区を除く）、千曲市
のうち上山田、戸倉、更
級及び五加地区、東御市
のうち北御牧地区、北佐
久郡、諏訪郡、下伊那郡、
北安曇郡、埴科郡、上水
内郡

11月15日（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

松本市大字島立1020番地
　長野県松本合同庁舎　地下１階　計量検定所検定室

11月16日（水）

産業技術課


